
□　地方版子ども・子育て会議設置状況
県+市

町村数

済

（条例

済

（以外）

予定

（条例）

予定

（以外）

置か

ない
未定

26 20 1 5 0 0 0

平成２５年１１月１日時点

自治体名

25年

10月

以前

25年

11月

以降

25年

11月-

12月

26年

1月-

3月

26年

4月

以降

未定

秋田県 1 1
秋田県社会福

祉審議会
分科会に部会を設け審議する。

秋田市 1 1

秋田市社会福祉審

議会児童専門分科

会

既存の秋田市社会福祉審議会児童専門

分科会に子ども･子育て支援当事者を加

えて会議に位置づけた。

能代市 1 1
会議名：能代市子ども・子育て会

議

横手市 1 1

大館市 1 1

男鹿市 1 1

湯沢市 1 1

次世代育成支

援対策地域協

議会

鹿角市 1 1

委員については鹿角市次世代育成支援

対策推進市民会議委員をベースに構成

する予定

由利本荘市 1 1

潟上市 1 1

大仙市 1

北秋田市 1

にかほ市 1 1

仙北市 1 1

小坂町 1 1

上小阿仁村 1

藤里町 1

三種町 1 1

八峰町 1 1

五城目町 1 1

八郎潟町 1 1

井川町 1

大潟村 1 1

美郷町 1 1

羽後町 1 1

9月定例町議会で条例制定。委員の選任

は11月1日。第1回会議は11月13日に

行った。

東成瀬村 1

計 17 3 0 1 0 0 6 14 4 0 1 0 0 0

設置のための措置済み 今後対応予定

既存の会議等

を活用する場合

は、その会議等

名を記入

会議

体を

置か

ない

既存の

会議等

を改組

し設置

既存の

会議等

で対応

(改組な

し)

新規条例を制定し設置

（条例案提出予定時期）

備考

条例を根拠として設置
その他を根拠として設

置 第1回

開催時期

条例を根拠として設置

新規条

例を制

定し設

置

既存条

例を改

正し設

置

既存の

条例の

中で対

応（改

正なし）

新規

設置

方針未

定

05 秋田県


